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監査公表 第３号 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第２項及び第４項の規定に基づき定期監

査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。 

 

令和４年(2022 年)４月 15 日 

 

湖南市監査委員 渡 邊 悦 夫 

 同   松 原 栄 樹 

 

定 期 監 査 結 果  

 

１．監査の概要 

  

 １）監査の期間 

    ・令和４年２月 15 日・17日・25 日 

 

  ２）監査対象 

    ・都市建設部 

土木建設課、住宅課、都市政策課 

 

・環境経済部 

商工観光労政課、農林振興課、環境政策課 

 

・上下水道事業所 

上下水道課 

 

２．監査の方法及び着眼点 

   

各所属とも、令和３年度（令和３年 12月末現在）における財務事務及び事務事業

等について、対象課から監査資料及び関係諸帳簿の提出を求め関係職員の説明を聴取

し、適法性・経済性・効率性・効果性を主眼として実施した。 

 

３．監査の結果 

    

各所属とも事務事業等の執行状況は、おおむね適正に処理されていると認められ

る。 
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全庁的な課題として、時間外勤務時間が突出して多い職員が存在する。また時間外

勤務時間に対して、意識が薄い所属長が存在する。従前より指摘しているが、職員の

健康管理に十分配慮し、業務の見直し・工夫を行い更なる時間外勤務の削減に努めら

れたい。 

各課においては、下記のとおり改善点を記述する。 

 

都市建設部 

 

１）土木建設課 

  ・貸付している公有財産について、事務の効率化の観点からも売却を検討された

い。 

 

２）住宅課 

   ・未収金等状況報告書の現年度について、1年分の調定の合計額で計算されてお

り、納期未到来分が未納として含まれているため収納率が実際より低くなってい

る。12 月末現在の収納状況では収納率は高いので、直近の収納率がわかるよう計

算の方法を検討されたい。 

   ・執行伺書の記載の一部に誤りがあった。適正な事務処理に努められたい。 

 

３）都市政策課 

・公有財産の貸付等における駐車場進入路について、歳入事務を年度当初に行うよ

う検討するとともに、併せて売却についても検討されたい。また貸付等に係る公

有財産の管理については台帳、図面、登記簿謄本を一緒に備えて管理するよう努

められたい。 

・執行伺書（変更）の記載の一部に漏れがあった。適正な事務処理に努められた

い。 

 

環境経済部 

 

１）商工観光労政課 

  ・湖國十二坊の森十二坊温泉ゆららに設置されているＡＥＤについて、日常点検シ

ートの確認欄が空欄となっているところがある。確認後のチェックについても遺

漏の無いように努められたい。 

 

２）農林振興課 

   ・職員の時間外勤務時間について、体制の変更もあったとのことであるが、一部の

職員を除き縮減が図られている。次年度においても業務の見直しや工夫に努め、

引き続き時間外勤務時間の縮減に取り組むことで、職員の健康管理に努められた

い。 
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３）環境政策課 

・執行伺書の記載の一部に漏れがあった。適正な事務処理に努められたい。 

 

上下水道事業所 

 

１）上下水道課 

・水道事業用地として借受している土地代金の支払について、早期に事務処理がで

きるよう支払時期について再検討されたい。 

 

 


